
 

○三芳町訪問型サービス及び通所型サービスに要する費用の額の算定の基準に関す

る要綱 

平成28年12月28日 

告示第321号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、三芳町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱（平成28年三芳町

告示第317号。以下「実施要綱」という。）第12条第２項の規定に基づき、訪問型サービ

ス及び通所型サービスに要する費用の額の算定に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定める

ところによる。 

(1) 訪問型サービス 実施要綱第３条第２項第１号に規定する訪問型サービスをいう。 

(2) 通所型サービス 実施要綱第３条第２項第２号に規定する通所型サービスをいう。 

(3) 訪問介護相当サービス 三芳町介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス

の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱（以下「訪問型基準要綱」と

いう。）第２条第１号に規定する訪問介護相当サービスをいう。 

(4) 訪問型サービスA 訪問型基準要綱第２条第２号に規定する訪問型サービスAをい

う。 

(5) 通所介護相当サービス 三芳町介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービス

の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱（以下「通所型基準要綱」と

いう。）第２条第１号に規定する通所介護相当サービスをいう。 

(6) 通所型サービスA 通所型基準要綱第２条第２号に規定する通所型サービスAをい

う。 

(7) 有資格者 介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第８条第２

項に規定する介護福祉士その他政令で定める者をいう。 

(8) 町認定者 町が規定する研修を修了した者又はそれに準じた研修を修了した者を

いう。 

（訪問型サービス及び通所型サービスに要する費用の額の算定に関する基準） 

第３条 訪問型サービス及び通所型サービスに要する費用の額は、別表により算定した単

位数に、別に町長が定める１単位の単価を乗じて算定するものとする。 



 

２ 前項の規定により訪問型サービス及び通所型サービスに要する費用の額を算定した場

合において、その額に１円未満の端数が生じたとき、これを切り捨てるものとする。 

附 則 

この告示は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年告示第86号） 

この告示は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年告示第67号） 

この告示は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年告示第221号） 

この告示は、平成30年10月１日から施行する。 

附 則（令和元年告示第105号） 

この告示は、令和元年10月１日から施行する。 

附 則（令和３年告示第83号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年告示第313号） 

この告示は、令和４年10月１日から施行する。 

附 則（令和６年告示第115号） 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年告示第252号） 

この告示は、令和６年６月１日から施行する。 
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